
生保のセーフティネットの再構築について

　保険契約者等の保護を図り、生命保険に対する信頼を確
保するため、平成１５年度から１７年度までの破綻について、
５０００億円（業界対応分：１０００億円、国対応分：４０００億
円）の規模のセーフティネットを整備。

　全保険契約（個人保険、個人年金、団体保険、団体年金）
について、責任準備金の９０％までを補償するもの｡
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10年創設時のセーフティネット

業界対応

（4600億円)

（1000億円）

国対応

　　（4000億円）

生保の新セーフティネット

（1000億円）

国対応

9600億円

0 1000 5000億円

資金援助が業界対応分（1000億円）を超えれば、政府補助（4000億円）を
充てることが可能。

0 4600

【張替え】

保険契約者保護のための資金援助の財源について業界のみが負担することになれば、
経営の長期的健全性が維持されなくなる事態を招き、ひいては、国民生活の安定や
金融市場に不測の混乱が生じるおそれが認められる場合

業界対応

　　（4000億円）

5000億円

15年3月まで
の破綻に対応

15年4月以降
の破綻に対応

5000億円0 1000

東邦生命　 3663億円
第百生命　 1450億円
大正生命　 267億円
千代田生命 　 　0円
協栄生命　　 　 0円
東京生命　　　 0円
合　計 　 5380億円

（注）これまでの資金援助額

現行スキーム
〔12～14年度〕

新スキーム
〔15～17年度〕

10年12月


